
か

゜

法
令
は
民
の
命
な
り 目

次
『商
君
書
j

定
分
篇
の
文
章
の
作
成
時
期

『商
君
書
」
定
分
篇
訳
注

偽
作
の
真
価

『
商
君
書
』
定
分
篇
の
文
章
の
作
成
時
期

前
稿
「
旧
中
国
の
罪
刑
法
定
主
義
の
存
在
に
つ
い
て
」
（
本
誌
前
号
掲
載
）
に
書
い
た
よ
う
に
、
『
商
君
書
』

を
あ
ら
か
じ
め
作
っ
て
公
開
し
、
人
民
が
法
律
を
盾
に
取
っ
て
官
吏
の
横
暴
か
ら
身
を
守
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
、
と
い
う
思
想

が
表
明
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
思
想
を
含
ん
で
い
る
『
商
君
書
』
定
分
篇
の
文
章
は
、

容
肇
祖
「
商
君
書
考
証
」
（
『
燕
京
学
報
』
第
二
十

一
期
掲
載
、
民
国
二
十
六
年
）
第
三
節
は
、
定
分
篇
は
「
天
下
の
正
と
為
す
」
「
天

『
商
君
書
』
定
分
篇
の
罪
刑
法
定
主
義
—
|
＇

法

令

は

民

の

命

な

り

佐

立

の
定
分
篇
の
中
に
、
法
律

い
つ
頃
作
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う

（
一
四
五
二
）

治

人



校
訂
及
び
訳
注
に
当
た

っ
て
は
、
厳
万
里
校
正

『商
君
書
』

れ
ぞ
れ
の
定
分
篇
と
照
合
し
た
。

三
八、

『大
事
記
解
題
』

要
』

（一

四
五

一）

子
に
奏
す
」
「
天
子
の
殿
中
」
等
、
「
天
子
」
「
天
下
」
の
語
を
用
い
て
自
説
を
述
べ
て
い
る
か
ら
、
定
分
篇
は
秦
が
天
下
を
統
一
し
た
後

に
作
ら
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
、
ま
た
、
定
分
篇
の
中
に
「
諸
侯
郡
県
」
「
郡
県
諸
侯
」
の
語
が
出
て
く
る
か
ら
、
定
分
篇
が
作
ら
れ
た
の

は
、
天
下
が
―
――
十
六
郡
に
分
け
ら
れ
、
諸
侯
が
置
か
れ
て
い
な
か
っ
た
統
一
秦
の
時
代
で
は
な
く
、
諸
侯
王
国
と
郡
県
と
が
並
存
し
て
い

た
前
漠
初
期
で
あ
り
、
定
分
篇
は
漢
初
の
人
が
商
軟
に
か
こ
つ
け
て
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
、
と
考
察
し
て
い
る
。

諸
侯
王
国
と
郡
県
と
が
並
存
し
て
い
た
の
は
前
後
漢
代
を
通
じ
て
で
あ
っ
て
、
前
漢
初
期
に
は
限
ら
な
い
。
「
商
君
書
考
証
」
（
同
上
）

第
二
節
に
拠
れ
ば
、

『史
記
』

る
。
も
し
、
現
存
す
る

の
「
商
君
列
伝
」
が
、
現
在
伝
わ
っ
て
い
る

『商
君
書
』
の
諸
篇
の
文
章
が
出
揃
っ
た
の
が

『史
記
』
が
書
か
れ
た
時
期
よ
り
も
前
で
あ

っ
た
と
す
れ
ば
、
定

分
篇
の
文
章
が
作
ら
れ
た
の
は
前
漢
の
初
期
か
ら
武
帝
期
ま
で
の
間
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。

『商
君
書
』
定
分
篇
の
全
文
を
翻
訳
し
、
語
句
に
つ
い
て
多
少
の
説
明
を
加
え
る
。

「
商
君
書
」
定
分
篇
訳
注

（
明
天

一
閣
本
の
影
印
本
）
を
用
い
た
。
本
文
を
校
訂
す
る
た
め
に
、

『群
書
治

（続
修
四
庫
全
書
所
収
）
巻
三
十
六
、
『長
短
経
』
（
四
庫
全
書
所
収
）
巻
ニ

・
巻
三
、
『太
平
御
覧
』
（
中
華
書
局
影
印
宋
本
）
巻
六

（四
庫
全
書
所
収
）
巻――
-、
『七
国
孜
』

文
章
と
照
合
し
た
。
ま
た
、

四
庫
全
書
本

『商
子
』
、
叢
書
集
成
初
編
所
収
指
海
本

「商
子
』
、
程
栄
編

「漢
魏
叢
書
』
所
収

『商
子
』
そ

本
訳
注
の
底
本
に
は
四
部
叢
刊
初
編
所
収

『商
子
』

こ
の
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
次
節
で

関
法
第
六
五
巻
四
号

（四
庫
全
書
所
収
）
巻
十
二
の
そ
れ
ぞ
れ
に
引
用
さ
れ
て
い
る
定
分
篇
の

（国
学
基
本
叢
書
所
収
）
、
朱
師
轍

『商
君
書
解
詰
定
本
』
（
鼎
文
書
局
、

『
商
君
書
』
の
更
法
篇
の
文
章
と
同
じ
文
章
を
使
用
し
て
い



法
令
は
民
の
命
な
り

年
）
、
好
並
隆
司
『
商
君
書
研
究
』

（
湊
水
社
、
平
成
四
年
）
を
参
考
に
し
た
。

全
体
を
四
段
に
分
け
、
原
文
と
訓
読
文
と
和
訳
と
を
掲
げ
、
説
明
を
加
え
る
。

一
九
七
四
年
）
、
賀

凌
虚
『
商
君
書
今
註
今
訳
』
（
台
湾
商
務
印
書
館
、
民
国
七
十
六
年
）
、
鄭
良
樹
『
商
軟
及
其
学
派
』
（
上
海
古
籍
出
版
社
、

一
九
八
九
年
）
、

貝
遠
辰
『
新
訳
商
君
書
』
（
三
民
書
局
、
民
国
八
十
五
年
）
、
芥
川
丹
丘
訓
読
『
商
子
全
書
』
（
明
和
三
年
（

一
七
六
六
）
刊
）
、
小
柳
司
気

太
訳
註
「
国
訳
商
子
」
（
『国
訳
漢
文
大
成
』
経
子
史
部
第
九
巻
所
収
、
昭
和
九
年
）
、
清
水
潔

『商
子
』

（
明
徳
出
版
社
、
昭
和
四
十
五

公
問
於
公
孫
軟
曰
、
法
令
以
当
時
立
之
者
。
明
旦
、
欲
使
天
下
之
吏
民
、
皆
明
知
、
而
用
之
如
一
而
無
私
。
奈
何
。
公
孫
軟
日
、
為

法
令
、
置
官
置
吏
、
撲
足
以
知
法
令
之
謂
者
、
以
為
天
下
正
、
則
奏
天
子
。
天
子
各
則
主
法
令
之
。
則
主
法
令
之

（「
吏
」
字
を
補

う
。
）
、
皆
降
受
命
発
官
。
各
主
法
令
之
民

（「
民
」
を
「
吏
」
に
改
め
る
。
）
、
敢
忘
行
主
（
「
主
」
字
を
削
る
。）
法
令
之
所
謂
之
各

（
「
之
各
」

二
字
を
削
る
。）
、
各
以
其
所
志
（
「
志
」
を
「
忘
」
に
改
め
る
。
）
之
法
令
名
罪
之
。
主
法
令
之
吏
、
有
遷
徒
物
故
之
（
「
之
」

字
を
削
る
。）
、
轍
使
（
『大
事
記
解
題
』
所
引
に
従
っ
て
「
吏
民
」

二
字
を
補
う
。）
学
読
法
令
所
謂
、
為
之
程
式
、
使
日
数
而
知
法
令

之
所
謂
。
千
（
「
千
」
を
「
子
」
に
改
め
る
。
）
中
程
、
為
法
令
以
罪
（
『
大
事
記
解
題
』
所
引
に
従
っ
て
「
法
令
以
罪
」
四
字
を
削

る
。）
之
。
有
敢
剃
定
法
令
、
損
益

一
字
以
上
、
罪
死
不
赦
。
諸
官
吏
及
民
、
有
問
法
令
之
所
謂
也
、
於
主
法
令
之
吏
、
皆
各
以
其
故

所
欲
問
之
法
令
、
明
告
之
。
各
為
尺
六
寸
之
符
、
明
書
年
月
日
時
、
所
問
法
令
之
名
、
以
告
吏
民
。
主
法
令
之
吏
、
不
告
、
及
之
罪
而

【
原
文
一

第

一
段

民
国
六
十
八
年
）
、
蒋
礼
鴻

『商
君
書
錐
指
』
（
中
華
書
局
、

（一

四
五

0
)

一
九
八
六
年
）
、
高
亨
『
商
君
書
注
訳
』
（
中
華
書
局
、



益
す
る
有
ら
ば
、
罪
は
死
た
り
て
赦
さ
ず
。

公
、
公
孫
軟
に
問
い
て
日
く
、
法
令
は
以
て
時
に
当
た
り
て
之
れ
を
立
つ
る
者
な
り
。
明
旦
、
天
下
の
吏
民
を
し
て
皆
、
明
ら
か
に

知
ら
し
め
て
、
之
れ
を
用
い
る
こ
と
一
の
如
く
し
て
私
無
か
ら
し
め
ん
と
欲
す
。
奈
何
に
せ
ん
。
と
。

公
孫
軟
日
く
、
法
令
の
為
め
に
官
を
置
き
吏
を
置
き
、
撲
に
し
て
以
て
法
令
の
謂
を
知
る
に
足
る
者
を
、
以
て
天
下
の
正
と
為
し
、

則
ち
天
子
に
奏
す
。
天
子
は
各
々
を
し
て
則
ち
法
令
を
之
れ
に
主
ら
し
む
。
則
ち
法
令
を
主
る
の
吏
、
皆
降
り
て
命
を
受
け
、
官
に
発

す
。
各
々
法
令
を
主
る
の
吏
、
敢
て
法
令
の
謂
う
と
こ
ろ
を
行
う
を
忘
れ
ば
、
各
々
其
の
忘
る
る
と
こ
ろ
の
法
令
の
名
を
以
て
之
れ
を

罪
す
。
法
令
を
主
る
の
吏
、
遷
徒
・
物
故
す
る
有
ら
ば
、
諏
ち
吏
民
を
し
て
法
令
の
謂
う
と
こ
ろ
を
学
読
せ
し
め
、
之
れ
が
程
式
を
為

り
、
日
数
も
て
法
令
の
謂
う
と
こ
ろ
を
知
ら
し
む
。
程
に
中
た
る
に
お
い
て
、
之
れ
と
為
す
。
敢
て
法
令
を
渕
定
し
、

諸
官
吏
及
び
民
、
法
令
の
謂
う
と
こ
ろ
を
問
う
有
る
や
、
法
令
を
主
る
の
吏
に
於
て
、
皆
各
々
其
の
故
問
わ
ん
と
欲
す
る
と
こ
ろ
の

法
令
を
以
て
、
明
ら
か
に
之
れ
に
告
ぐ
。
各
々
尺
六
寸
の
符
を
為
り
、
明
ら
か
に
年
月
日
時
、
問
う
と
こ
ろ
の
法
令
の
名
を
書
し
、
以

て
吏
民
に
告
ぐ
。
法
令
を
主
る
の
吏
、
告
げ
ず
、
及
び
告
ぐ
る
も
法
令
の
謂
う
と
こ
ろ
に
非
ざ
る
や
、
皆
、
吏
民
の
問
う
と
こ
ろ
の
法

令
の
罪
を
以
て
、
各
々
法
令
を
主
る
の
吏
を
罪
す
。
即
ち
左
券
を
以
て
吏
の
法
令
を
問
う
者
に
予
う
。
法
令
を
主
る
の
吏
、
謹
ん
で
其

の
右
券
を
木
押
に
蔵
し
、
室
を
以
て
之
れ
を
蔵
し
、
封
ず
る
に
法
令
の
長
の
印
を
以
て
す
。
即
し
後
に
物
故
有
ら
ば
、
券
書
を
以
て
従

【
訓
読
】

（
「
之
罪
而
」
三
字
を
『
七
国
孜
』
所
引
に
従
っ
て
「
告
而
非
」
三
字
に
改
め
る
。
）
法
令
之
所
謂
也
、
皆
以
吏
民
之
所
問
法
令
之
罪
、

各
罪
主
法
令
之
吏
。
即
以
左
券
予
吏
之
問
法
令
者
。
主
法
令
之
吏
、
謹
蔵
其
右
券
木
押
、
以
室
蔵
之
、
封
以
法
令
之
長
印
。
即
後
有
物

故
、
以
券
書
従
事
。

関
法
第
六
五
巻
四
号

四

（
一
四
四
九
）

一
字
以
上
を
損



法
令
は
民
の
命
な
り

五

一
字
以
上
を
増
損
す
る
者
が
い
れ
ば
、
死
罪
と

秦
の
孝
公
が
公
孫
軟
に
質
問
し
た
。
「
法
令
は
、
そ
の
時
々
の
状
況
に
応
じ
て
立
て
る
も
の
で
す
。
明
日
の
朝
、
天
下
の
吏
民
す
べ

て
に
法
令
を
は
っ
き
り
と
知
ら
せ
て
、
画
一
的
に
私
心
無
く
行
用
さ
せ
た
い
の
で
す
。
そ
れ
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
で
し
ょ
う
か
。」

公
孫
軟
が
答
え
た
。
「
法
令
の
た
め
に
官
職
を
設
け
、
官
吏
を
置
き
ま
す
。
ま
じ
め
で
十
分
に
法
令
の
意
味
を
理
解
し
て
い
る
者
を

「
天
下
の
正
」
と
し
て
天
子
に
奏
し
ま
す
。
天
子
は
そ
れ
ぞ
れ
に
命
じ
て
法
令
を
主
ら
せ
ま
す
。
法
令
を
主
る
官
吏
は
皆
、
命
令
を
拝

受
し
て
官
職
に
就
き
ま
す
。
法
令
を
主
る
各
官
吏
が
、
法
令
の
内
容
を
施
行
す
る
の
を
う
っ
か
り
忘
れ
た
な
ら
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
、
そ
の

官
吏
が
忘
れ
た
と
こ
ろ
の
法
令
の
条
文
に
従
っ
て
そ
の
官
吏
を
罰
し
ま
す
。
法
令
を
主
る
官
吏
が
転
任
し
た
り
死
亡
し
た
り
す
れ
ば
、

吏
民
の
希
望
者
に
法
令
の
内
容
を
学
び
読
ま
せ
、
学
習
計
画
表
を
作
り
、

通
り
に
法
令
の
意
味
を
理
解
し
た
者
を
後
任
と
し
ま
す
。
敢
て
法
令
に
手
を
加
え
て
、

し
赦
し
ま
せ
ん
。

日
数
を
区
切
っ
て
法
令
の
意
味
を
理
解
さ
せ
、
学
習
計
画
表

諸
官
吏
及
び
民
が
法
令
の
意
味
を
質
問
し
た
と
き
は
す
べ
て
、
法
令
を
主
る
官
吏
は
、
そ
れ
ぞ
れ
質
問
者
が
も
と
も
と
質
問
し
た

か
っ
た
法
令
の
意
味
を
明
確
に
教
え
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ

一
尺
六
寸
の
割
符
を
作
り
、
質
問
を
受
け
た
年
月
日
時
、
質
問
さ
れ
た
法
令
の

条
文
を
明
記
し
て
、
吏
民
に
法
令
の
意
味
を
教
え
ま
す
。
法
令
を
主
る
官
吏
が
法
令
の
意
味
を
教
え
ず
、
及
び
教
え
た
け
れ
ど
も
法
令

の
正
し
い
意
味
で
は
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
す
べ
て
、
吏
民
が
質
問
し
た
法
令
が
定
め
る
罪
で
、
そ
れ
ぞ
れ
、
法
令
を
主
る
官
吏
を
罰
し

ま
す
。
割
符
の
左
券
を
法
令
を
質
問
す
る
吏
に
与
え
、
法
令
を
主
る
官
吏
は
謹
ん
で
そ
の
右
券
を
木
箱
に
お
さ
め
、
室
内
に
保
管
し
、

法
令
を
主
る
長
官
の
印
で
封
を
し
ま
す
。
も
し
後
で
ト
ラ
ブ
ル
が
あ
れ
ば
、
割
符
の
記
録
に
拠
っ
て
処
理
し
ま
す
。

【
和
訳
】

事
す
。

（一

四
四
八
）



【
原
文
】

第
二
段

一
受
宝
来
之
法
令
、
学
問
井
（
「
井
」
を
小
柳
説
に

「
撲
に
し
て
以
て
法
令
の
謂
を
知
る
に
足
る
者
を
、
以
て
天
下
の
正
と
為
す
。」
と
あ
る
が
、
「
天
下
正

氏
春
秋
』
孟
夏
紀
、
尊
師
、
同
書
審
分
覧
、
君
守
、
『
老
子
』
第
四
十
五
章
、
『
淮
南
子
』
説
山
訓
に
出
て
く
る
。
こ
こ
で
の
「
天
下
正
」

「
法
令
を
主
る
の
吏
、
遷
徒
・
物
故
す
る
有
ら
ば
」
と
あ
る
が
、
「
遷
徒
物
故
」
は
、
敦
燒
馬
圏
湾
の
漢
代
蜂
捉
遺
址
か
ら
出
土
し
た

（
甘
粛
省
文
物
考
古
研
究
所
編
『
敦
煽
漢
簡
』
下
、
中
華
書
局
、

「
各
々
尺
六
寸
の
符
を
為
る
。
」
と
あ
る
。
秦
漢
時
代
の
一
尺
は

二
十
三
セ
ン
チ
で
あ
る
か
ら
、

る
。『
説
文
解
字
』
に
「
符
。
信
な
り
。
漢
制
、
竹
の
長
さ
六
寸
（
約
十
四
セ
ン
チ
）
な
る
を
以
て
、
分
か
ち
て
相
い
合
す
。
」、

『史
記
』

秦
始
皇
本
紀
、

二
十
六
年
条
に
「
数
は
六
を
以
て
紀
と
為
し
、
符
・
法
冠
、
皆
六
寸
。
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

法
令
皆
副
。
置

一
副
天
子
之
殿
中
。
為
法
令
為
禁
室
、
有
挺
鎗
為
禁
而
以
封
之
。
内
蔵
法
令

一
副
禁
室
中
、
封
以
禁
印
。
有
檀
発
禁

室
印
、
及
入
禁
室
、
視
禁
法
令
、
及
禁
（
「
禁
」
字
を
『
七
国
孜
』
所
引
に
従
っ
て
削
る
。
）
渕
一
字
以
上
、
罪
皆
死
不
赦
゜

令
（
以
下
三
字
分
空
白
）
。

天
子
置
三
法
官
。
殿
中
置

一
法
官
、
御
史
置
一
法
官
及
吏
、
丞
相
置

一
法
官
。
諸
侯
郡
県
、
皆
各
為
置
一
法
官
及
吏
。
皆
此
（
「
此
」

を
孫
飴
譲

『札
透
」
に
従
っ
て
「
比
」
に
改
め
る
。
）
秦
一

法
官
。
郡
県
諸
侯
、

年）

。

六
九
六
番
の
簡
贖
に
「
長
吏
遷
徒
物
故
」
の
文
が
見
え
る

は
法
律
解
釈
の
最
高
権
威
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。
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一
尺
六
寸
は
約
三
十
七
セ
ン
チ
で
あ

（
天
下
の
正
）
」
の
語
は
、
『
呂

ー上

ノ‘
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四
四
七
）

一
歳
受
法

一
九
九



法
令
は
民
の
命
な
り

法
令
一
副
を
禁
室
中
に
内
蔵
し
、
封
ず
る
に
禁
印
を
以
て
す
。
檀
ま
ま
に
禁
室
の
印
を
発
し
、
及
び
禁
室
に
入
り
禁
法
令
を
視
、
及
び

一
字
以
上
を
渕
る
有
ら
ば
、
罪
は
皆
、
死
た
り
て
赦
さ
ず
。

天
子
に
三
法
官
を
置
く
。
殿
中
に

一
法
官
を
置
き
、
御
史
に

一
法
官
及
び
吏
を
置
き
、
丞
相
に

一
法
官
を
置
く
。
諸
侯
・
郡
県
に
皆
、

各
々
為
め
に

一
法
官
及
び
吏
を
置
き
、
皆
、
秦
の

一
法
官
に
比
す
。
郡
県
・
諸
侯
、

こ
ろ
を
学
問
す
。
吏
民
の
、
法
令
を
知
ら
ん
と
す
る
者
は
皆
、
法
官
に
問
う
。
故
に
天
下
の
吏
民
、
法
を
知
ら
ざ
る
者
無
し
。
吏
、
明

ら
か
に
民
、
法
令
を
知
る
を
知
る
な
り
。
故
に
吏
、
敢
え
て
非
理
法
を
以
て
民
を
遇
す
る
能
わ
ず
。
民
、
敢
え
て
法
を
犯
さ
ず
。
法
官

有
る
を
以
て
な
り
。
民
を
遇
す
る
に
法
に
循
わ
ざ
れ
ば
、
則
ち
法
官
に
問
う
。
法
官
即
ち
法
の
罪
を
以
て
之
れ
に
告
ぐ
。
民
即
ち
法
官

の
言
を
以
て
正
し
く
之
れ
を
吏
に
告
げ
、
其
の
此
く
の
如
き
を
公
知
せ
し
む
。
故
に
吏
、
敢
え
て
非
法
を
以
て
民
を
遇
せ
ず
。
民
又
た

法
令
は
皆
、
副
あ
り
。

【
訓
読
】

七

（一

四
四
六
）

一
た
び
宝
来
の
法
令
を
受
く
れ
ば
、
其
の
謂
う
と

一
歳
ご
と
に
法
令
を
受
く
。

従
っ
て
「
其
」
に
改
め
る
。
）
所
謂
゜
吏
民
知
法
令
者
、
皆
問
法
官
。
故
天
下
之
吏
民
、
無
不
知
法
者
。
吏
明
知
民
知
法
令
也
。
故
吏

不
能
敢
以
非
理
法
遇
民
。
民
不
敢
犯
法
。
以
有
法
官
也
。
遇
民
不
修
（
「
修
」
を
孫
飴
譲
『
札
遂
』
に
従
っ
て
「
循
」
に
改
め
る
。）

法、

則
問
法
官
。
法
官
即
以
法
之
罪
告
之
。
民
即
以
法
官
之
言
正
告
之
吏
、
公
知
其
如
此
。
故
吏
不
敢
以
非
法
遇
民
。
民
又
不
敢
犯
法
。
如

此
、
天
下
之
吏
（
以
下

一
字
分
空
白
。
「
民
」
字
を
補
う
。）

、
雖
有
賢
良
辮
慧
、
不
能
開
一
言
以
柾
法
。
雖
有
千
金
、
不
能
以
用

一
蛛。

故
智
詐
賢
能
者
、
皆
作
而
為
善
、
皆
務
自
治
奉
公
。
日
（
「
日
」
を
厳
校
本
に
従
っ
て
「
民
」
に
改
め
る
。）

愚
則
易
治
也
。
此
所
生
於

法
明
白
易
知
而
必
行
。
法
令
者
民
之
命
也
。
為
治
之
本
也
。
所
以
備
民
也
。（『
群
書
治
要
』
『
太
平
御
覧
』
所
引
に
従
っ
て
「
智
者
不

得
過
、
愚
者
不
得
不
及
。
」
十
一
字
を
補
う
。）

一
副
を
天
子
の
殿
中
に
置
く
。
法
令
の
為
め
に
禁
室
を
為
り
、
挺
鎗
有
り
、
禁
を
為
し
て
以
て
之
れ
を
封
ず
。



格
と
し
ま
す
。
郡
県
・
諸
侯
の
法
官
は
、

ご
と
に
法
令
を
受
け
ま
す
。

じ
ま
す
。
法
令
の

一
本
を
禁
室
中
に
収
蔵
し
、
禁
印
で
封
じ
ま
す
。
勝
手
に
禁
室
の
封
印
を
開
い
た
者
、
及
び
禁
室
に
入

っ
て
収
蔵
さ

れ
て
い
る
法
令
を
見
た
者
、
及
び
法
令
の

一
字
以
上
を
改
窟
し
た
者
が
い
れ
ば
、
皆
、
死
罪
と
し
赦
し
ま
せ
ん
。
（
吏
民
は
？
）

天
子
の
下
に
三
法
官
を
置
き
ま
す
。
御
殿
の
中
に

一
法
官
を
置
き
、
御
史
の
下
に

一
法
官
及
び
吏
を
置
き
、
丞
相
の
下
に

一
法
官
を

置
き
ま
す
。
諸
侯
国
・
郡
県
に
皆
そ
れ
ぞ
れ
に

一
法
官
及
び
吏
を
置
き
ま
す
。
諸
侯
・
郡
県
の
法
官
は
す
べ
て
秦
の
朝
廷
の
法
官
と
同

内
容
を
知
ろ
う
と
す
る
吏
民
は
皆
、
法
官
に
質
問
し
ま
す
。
故
に
天
下
の
吏
民
で
法
律
を
知
ら
な
い
者
は
い
ま
せ
ん
。
吏
は
、
民
が
法

令
の
内
容
を
知

っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
知
り
ま
す
。
故
に
吏
は
敢
て
非
理
非
法
に
民
を
扱
う
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
民
は

敢
て
法
律
に
違
反
し
よ
う
と
は
し
ま
せ
ん
。
法
官
が
存
在
す
る
か
ら
で
す
。
吏
が
民
に
対
し
て
法
律
に
従
わ
な
い
扱
い
を
す
れ
ば
、
民

は
法
官
に
質
問
し
ま
す
。
法
官
は
た
だ
ち
に
法
律
が
定
め
る
罪
を
民
に
教
え
ま
す
。
民
は
さ
っ
そ
く
法
官
の
言
葉
を
正
し
く
吏
に
伝
え

て
、
法
律
の
規
定
が
こ
の
よ
う
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
せ
ま
す
。
故
に
吏
は
敢
て
非
法
に
民
を
扱
お
う
と
は
し
ま
せ
ん
。
民
も
敢
て
法
律

法
令
は
す
べ
て
二
本
作
り
ま
す
。

【
和
訳
一

敢
え
て
法
を
犯
さ
ず
。
此
く
の
如
く
せ
ば
、
天
下
の
吏
民
、
賢
良
辮
慧
有
り
と
雖
も
、

有
り
と
雖
も
、
以
て

一
録
を
用
い
る
能
わ
ず
。
故
に
智
詐
賢
能
な
る
者
、
皆
作
ち
て
善
を
為
し
、
皆
務
め
て
自
ら
治
め
て
公
に
奉
ず
。

民
、
愚
な
れ
ば
則
ち
治
め
易
き
な
り
。
此
れ
、
法
の
明
白
に
し
て
知
り
易
く
し
て
必
ず
行
わ
る
る
よ
り
生
ず
る
と
こ
ろ
。
法
令
は
民
の

命
な
り
。
治
を
為
す
の
本
な
り
。
民
に
備
う
る
所
以
な
り
。
智
者
過
ぐ
る
を
得
ず
、
愚
者
及
ば
ざ
る
を
得
ず
。
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一
本
を
天
子
の
御
殿
の
中
に
置
き
ま
す
。
法
令
の
た
め
に
禁
室
を
造
り
、
銅
鉄
の
鍵
で
閉
じ
て
封

一
た
び
宝
来

（意
味
不
明
）

の
法
令
を
受
け
取
る
と
、
そ
の
意
味
を
研
究
し
ま
す
。
法
令
の

一
言
を
開
き
以
て
法
を
杜
ぐ
る
能
わ
ず
。
千
金

J¥ 

（一

四
四
五
）

一
年



法
令
は
民
の
命
な
り

は
、
も
と
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
テ
キ
ス
ト
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

法
定
主
義
が
表
明
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

に
違
反
し
よ
う
と
は
し
ま
せ
ん
。
こ
の
よ
う
に
す
れ
ば
、
天
下
の
吏
民
は
、
ど
ん
な
に
賢
く
弁
が
立
つ
人
で
あ
っ
て
も
、

ん
。
故
に
ず
る
賢
い
者
は
皆
、

九

一
言
を
発
し

ふ
る
っ
て
善
い
行
い
を
す
る
よ
う
に
な
り
、
皆
、
務
め
て
身
を
修
め
て
国
家
に
奉
仕
す
る
よ
う
に
な
り

ま
す
。
ま
し
て
や
民
が
愚
直
で
あ
れ
ば
治
め
や
す
い
の
で
す
。
こ
れ
は
法
律
の
規
定
が
明
白
で
わ
か
り
や
す
く
、
必
ず
実
行
さ
れ
る
こ

と
か
ら
生
じ
る
結
果
で
す
。
法
令
は
民
の
命
で
す
。
政
治
の
根
本
で
す
。
民
を
守
る
手
段
で
す
。
智
恵
が
あ
る
者
も
法
律
の
規
定
を
超

え
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
し
、
愚
鈍
な
者
も
法
律
の
規
定
に
及
ば
な
い
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
。

こ
こ
に
、
法
律
を
あ
ら
か
じ
め
制
定
し
て
、
人
民
が
い
つ
で
も
そ
の
内
容
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
手
立
て
を
設
け
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て

人
民
が
官
吏
の
横
暴
な
法
律
違
反
の
扱
い
か
ら
身
を
守
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
、
と
い
う
思
想
が
表
明
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
、

「
吏
民
の
問
う
と
こ
ろ
の
法
令
の
罪
を
以
て
、
各
々
法
令
を
主
る
の
吏
を
罪
す
。」
「
法
官
即
ち
法
の
罪
を
以
て
之
れ
に
告
ぐ
。」
と
記
さ

れ
て
い
る
よ
う
に
、
法
律
に
は
犯
罪
と
そ
れ
に
対
す
る
刑
罰
が
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
か
ら
、
こ
こ
に
は
ま
さ
し
く
罪
刑

第
一
段
の
「
有
敢
渕
定
法
令
、
損
益

一
字
以
上
、
罪
死
不
赦
。
」
の
文
と
、
第
二
段
の
「
渕

一
字
以
上
、
罪
皆
死
不
赦
。」
の
文
と
が
重

複
し
て
お
り
、
第

一
段
の
「
主
法
令
之
吏
」
が
第
二
段
で
は
「
法
官
」
と
表
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
第

一
段
の
文
章
と
第
二
段
の
文
章
と

「
雖
有
賢
良
翔
慧
、
不
能
開

一
言
以
杜
法
。
雖
有
千
金
、
不
能
以
用

一
蛛
。
」
と
あ
る
が
、

不
能
開

一
言
。
雖
有
万
金
、
不
能
用

一
鉢
。」
と
い
う
文
と
似
て
い
る
。

て
法
を
柾
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
千
金
の
財
産
を
持
っ
て
い
て
も
、

『
尉
練
子
』
将
理
第
九
の
「
雖
有
発
舜
之
智
、

（一

四
四
四
）

一
銭
た
り
と
も

（わ
い
ろ
と
し
て
）
使
う
こ
と
が
で
き
ま
せ



為
治
而
去
法
令
（
こ
の
六
字
を
『
群
書
治
要
』
『
太
平
御
覧
』
所
引
に
従
っ
て
「
名
分
不
定
而
欲
天
下
之
治
、
是
」
十

一
字
に
改
め

る
。）
、
猶
欲
無
餓
而
去
食
也
。
欲
無
寒
而
去
衣
也
。
欲
東
（
「
欲
東
」

二
字
を
『
太
平
御
覧
』
所
引
に
従
っ
て
「
欲
至
東
而
」
四
字
に

改
め
る
。）

西
行
也
。
其
不
幾
亦
明
突
。

百
、
由
名
分
之
未
定
」
十
二
字
を
補
う
。）

也
。
夫
売
（
『群
書
治
要
』
『
長
短
経
』
『
太
平
御
覧
』
所
引
に
従
っ
て
「
兎
」
字
を
補
う
。）

者
満
市
、
而
盗
不
敢
取
、
由
名
分
巳
定
也
。
故
名
分
未
定
、
発
舜
萬
湯
且
皆
如
物
（
「
物
」
を
『
群
書
治
要
』
『
長
短
経
』
所
引
に
従
っ

て
「
務
」
に
改
め
る
。
）
而
逐
之
。
名
分
已
定
、
貧
盗
不
取
。
今
法
令
不
明
、
其
名
不
定
、
天
下
之
人
得
議
之
。
其
議
人
異
而
無
定
。

人
主
為
法
於
上
、
下
民
議
之
於
下
。
是
法
令
不
定
、
以
下
為
正
也
。
此
所
謂
名
分
之
不
定
也
。
夫
名
分
不
定
、
発
舜
猶
将
皆
折
而
姦
之
。

而
況
衆
人
乎
。
此
令
姦
悪
大
起
、
人
主
奪
威
勢
之
国
、
滅
社
稜
之
道
也
。
今
先
聖
人
為
書
、
而
伝
之
後
世
。
必
師
受
之
。
乃
知
所
謂
之

名
。
不
師
受
之
、
而
人
以
其
心
意
議
之
、
至
死
不
能
知
其
名
与
其
意
。
故
聖
人
必
為
法
令
、
置
官
也
、
置
吏
也
、
為
天
下
師
。
所
以
定

名
分
也
。
名
分
定
、
則
大
詐
貞
信
、
民
皆
（
「
民
皆
」

二
字
を
『
群
書
治
要
』
『
長
短
経
』
所
引
に
従
っ
て
「
巨
盗
」
に
改
め
る
。
）
應

慇
、
而
各
自
治
也
。
故
夫
名
分
定
、
勢
治
之
道
也
。
名
分
不
定
、
勢
乱
之
道
也
。
故
勢
治
者
不
可
乱
。
世
（
「
世
」
字
を
『
群
書
治
要
』

『
長
短
経
』
所
引
に
従
っ
て
「
勢
」
に
改
め
る
。
）
乱
者
不
可
治
。
夫
世
（
「
世
」
字
を
『
群
書
治
要
』
『
長
短
経
』
所
引
に
従
っ
て

「
勢
」
に
改
め
る
。）

乱
而
（
『
群
書
治
要
』
『
長
短
経
』
所
引
に
従
っ
て
「
欲
」
字
を
補
う
。）

治
之
、
愈
乱
。
勢
治
而
治
之
、
則
治
。

【
原
文
】

「
所
以
備
民
也
」
の
「
備
民
」
を
「
民
を
守
る
」
と
訳
し
た
の
は
、
朱
師
轍
説
に
従
っ
た
。

第
三
段
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四
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三）

一
兎
走
、
百
人
逐
之
。
非
以
兎
（
『群
書
治
要
』
『
長
短
経
』
所
引
に
従
っ
て
「
為
可
分
以
為

1
0
 



法
令
は
民
の
命
な
り

れ
ば
則
ち
治
ま
る
。
故
に
聖
王
は
治
を
治
め
て
乱
を
治
め
ず
。

名
分
、
定
ま
ら
ず
し
て
、
天
下
の
治
ま
ら
ん
こ
と
を
欲
す
る
は
、
是
れ
猶
お
餓
無
か
ら
ん
と
欲
し
て
食
を
去
る
が
ご
と
き
な
り
。
寒

ち
か

無
か
ら
ん
と
欲
し
て
衣
を
去
る
が
ご
と
き
な
り
。
東
に
至
ら
ん
と
欲
し
て
西
に
行
く
が
ご
と
き
な
り
。
其
の
幾
か
ら
ざ
る
こ
と
亦
た
明

一
兎
走
り
、
百
人
之
れ
を
逐
う
。
兎
を
以
て
分
か
ち
て
以
て
百
と
為
す
可
し
と
為
す
に
非
ず
。
名
分
の
未
だ
定
ま
ら
ざ
る

に
由
る
な
り
。
夫
れ
兎
を
売
る
者
市
に
満
ち
、
し
か
も
盗
敢
え
て
取
ら
ざ
る
は
、
名
分
巳
に
定
ま
る
に
由
る
な
り
。
故
に
名
分
未
だ
定

ま
ら
ざ
れ
ば
、
尭
舜
萬
湯
す
ら
且
つ
皆
務
む
る
が
如
く
し
て
之
れ
を
逐
う
。
名
分
已
に
定
ま
れ
ば
、
貧
盗
す
ら
取
ら
ず
。
今
、
法
令
明

ら
か
な
ら
ず
、
其
の
名
、
定
ま
ら
ず
。
天
下
の
人
、
之
れ
を
議
す
る
を
得
。
其
の
議
、
人
ご
と
に
異
な
り
て
定
ま
り
無
し
。
人
主
、
法

を
上
に
為
り
、
下
民
、
之
れ
を
下
に
議
す
。
是
れ
法
令
定
ま
ら
ず
、
下
を
以
て
正
と
為
す
な
り
。
此
れ
い
わ
ゆ
る
名
分
の
定
ま
ら
ざ
る

な
り
。
夫
れ
名
分
定
ま
ら
ざ
れ
ば
、
発
舜
す
ら
猶
お
将
に
皆
、
折
し
て
之
れ
を
姦
せ
ん
と
す
。
而
る
を
況
ん
や
衆
人
を
や
。
此
れ
姦
悪

を
し
て
大
い
に
起
こ
ら
し
め
、
人
主
、
威
勢
を
奪
わ
る
る
の
国
に
し
て
、
社
稜
を
滅
ぼ
す
の
道
な
り
。
今
、
先
聖
人
、
書
を
為
り
て
之

れ
を
後
世
に
伝
う
。
必
ず
之
れ
を
師
受
す
。
乃
ち
謂
う
と
こ
ろ
の
名
を
知
る
。
之
れ
を
師
受
せ
ず
し
て
人
ご
と
に
其
の
心
意
を
以
て
之

れ
を
議
せ
ば
、
死
に
至
る
も
其
の
名
と
其
の
意
と
を
知
る
能
わ
ず
。
故
に
聖
人
は
必
ず
法
令
の
為
め
に
官
を
置
く
な
り
。
吏
を
置
く
な

り
。
天
下
の
師
と
為
す
。
名
分
を
定
む
る
所
以
な
り
。
名
分
定
ま
れ
ば
則
ち
大
詐
、
貞
信
と
な
り
、
巨
盗
、
應
慇
と
な
り
て
、
各
々
自

ら
治
む
る
な
り
。
故
に
夫
れ
名
分
定
ま
る
は
勢
治
の
道
な
り
。
名
分
定
ま
ら
ざ
る
は
勢
乱
の
道
な
り
。
故
に
勢
、
治
ま
る
者
は
乱
す
可

い
よ

い

か
ら
ず
。
勢
、
乱
る
る
者
は
治
む
可
か
ら
ず
。
夫
れ
勢
乱
れ
て
之
れ
を
治
め
ん
と
欲
す
れ
ば
愈
よ
乱
る
。
勢
治
ま
り
て
之
れ
を
治
む

ら
か
な
り
。

【
訓
読
】

故
聖
王
治
治
不
治
乱
。
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い
わ
ゆ
る
、
名
分
が
定
ま
ら
な
い
、
と
い
う
こ

（一

四
四

一）

名
分
が
定
ま
ら
な
い
の
に
天
下
が
治
ま
る
こ
と
を
望
む
の
は
、
飢
え
な
い
こ
と
を
望
ん
で
食
べ
物
を
捨
て
る
よ
う
な
も
の
で
す
。
寒

く
な
い
こ
と
を
望
ん
で
衣
服
を
捨
て
る
よ
う
な
も
の
で
す
。
東
に
至
ろ
う
と
し
て
西
に
行
く
よ
う
な
も
の
で
す
。
目
的
を
達
成
で
き
な

一
匹
の
兎
が
逃
げ
る
の
を
百
人
が
追
う
の
は
、
兎
を
分
け
て
百
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
か
ら
で
は
あ

一
方
、
兎
を
売
る
者
が
市
場
に
た
く
さ
ん
い
る
の
に
、
ど
ろ
ぼ
う
が
盗
も
う

と
し
な
い
の
は
、
名
分
が
す
で
に
定
ま
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。
故
に
名
分
が
ま
だ
定
ま
っ
て
い
な
け
れ
ば
、
廃
帝
や
舜
帝
や
萬
王
や
湯

王
で
さ
え
皆
、
ま
る
で
務
め
で
あ
る
か
の
よ
う
に
兎
を
追
い
か
け
ま
す
。
名
分
が
す
で
に
定
ま
っ
て
い
れ
ば
、
貧
乏
な
ど
ろ
ぼ
う
で
さ

え
盗
み
ま
せ
ん
。
現
在
は
法
令
の
規
定
が
明
確
で
は
な
く
、
天
下
の
人
々
が
法
令
の
条
文
を
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
解
釈
が
人

ご
と
に
異
な
っ
て
お
り

一
定
し
て
い
ま
せ
ん
。
上
で
君
主
が
法
律
を
制
定
し
、
下
で
人
民
が
法
律
を
解
釈
し
ま
す
。
こ
れ
は
、
法
令
が

明
確
で
は
な
く
、
下
民
が
法
律
解
釈
の
権
威
に
な
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
が
、

と
で
す
。
そ
も
そ
も
名
分
が
定
ま
ら
な
け
れ
ば
、
発
帝
や
舜
帝
で
さ
え
も
皆
、
節
を
折
っ
て
悪
事
を
行
お
う
と
し
ま
す
。
ま
し
て
や
普

通
の
人
間
で
あ
れ
ば
な
お
さ
ら
で
す
。
名
分
が
定
ま
ら
な
い
状
態
は
、
姦
悪
を
大
い
に
生
じ
さ
せ
、
君
主
が
権
力
を
奪
わ
れ
る
国
で
あ

り
、
社
稜
を
滅
ぼ
す
道
で
す
。
さ
て
、
古
の
聖
人
が
書
物
を
著
し
て
後
世
に
伝
え
ま
し
た
。
必
ず
師
に
つ
い
て
読
み
方
を
学
び
ま
す
と
、

書
い
て
あ
る
文
章
が
理
解
で
き
ま
す
。
師
に
つ
い
て
読
み
方
を
学
ば
な
い
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
が
自
分
の
考
え
で
解
釈
し
ま
す
と
、
死

に
至
る
ま
で
、
そ
の
文
章
と
意
味
と
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
故
に
聖
人
は
必
ず
法
令
の
た
め
に
官
職
を
設
け
、
官
吏
を
置

き
、
天
下
の
師
と
し
ま
す
。
名
分
を
定
め
る
方
法
で
す
。
名
分
が
定
ま
れ
ば
、
大
嘘
つ
き
も
正
直
な
人
間
と
な
り
、
大
ど
ろ
ぼ
う
も
誠

実
な
人
間
と
な
り
、
そ
れ
ぞ
れ
が
身
を
修
め
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
故
に
そ
も
そ
も
名
分
が
定
ま
る
の
は
、
勢
が
治
ま
る
道
で
す
。
名

り
ま
せ
ん
。
名
分
が
ま
だ
定
ま
っ
て
い
な
い
か
ら
で
す
。

い
こ
と
は
明
ら
か
で
す
。

【
和
訳
】
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法
令
は
民
の
命
な
り

分
が
定
ま
ら
な
い
の
は
、
勢
が
乱
れ
る
道
で
す
。
故
に
勢
が
治
ま
っ
て
い
る
時
は
乱
す
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
勢
が
乱
れ
て
い
る
時
は

治
め
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
そ
も
そ
も
勢
が
乱
れ
て
い
る
時
に
こ
れ
を
治
め
よ
う
と
す
れ
ば
、
ま
す
ま
す
乱
れ
ま
す
。
勢
が
治
ま
っ

て
い
る
時
に
こ
れ
を
治
め
れ
ば
、
治
ま
り
ま
す
。
故
に
聖
王
は
治
を
治
め
て
乱
を
治
め
ま
せ
ん
。

こ
こ
で
は
、
天
下
が
治
ま
る
た
め
に
は
名
分
を
定
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
名
分
を
定
め
る
と
い
う
こ
と
は
、
法
律
の
規
定
を
明
確

に
し
て
、
法
律
専
門
の
官
吏
を
置
い
て
「
天
下
の
師
」
と
い
う
地
位
を
与
え
て
、
人
民
に
法
律
の
規
定
を
教
え
さ
せ
、
人
民
が
、
師
か
ら

教
わ
る
こ
と
な
く
思
い
つ
き
で
法
律
を
解
釈
す
る
こ
と
を
許
さ
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
、
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。「
定
分
」
と
い
う

篇
名
に
ふ
さ
わ
し
い
文
章
が
こ
の
第
三
段
に
至
っ
て
よ
う
や
く
現
れ
る
。

「
一
兎
走
、
百
人
逐
之
。
非
以
免
為
可
分
以
為
百
。
由
名
分
之
未
定
也
。
夫
売
免
者
満
市
、
而
盗
不
敢
取
。
由
名
分
已
定
也
。
故
名
分

未
定
、
尭
舜
萬
湯
且
皆
如
務
而
逐
之
。
名
分
已
定
、
貧
盗
不
取
。
」
と
あ
る
が
、
『
呂
氏
春
秋
』
審
分
覧
、
慎
勢
に
「
慎
子
曰
、
今
一
兎
走
、

百
人
逐
之
。
非
一
兎
足
為
百
人
分
也
。
由
未
定
。
由
未
定
、
尭
且
屈
力
、
而
況
衆
人
乎
。
積
兎
満
市
、
行
者
不
顧
。
非
不
欲
兎
也
。
分
已

定
突
。
分
已
定
、
人
雖
郎
、
不
争
。
故
治
天
下
及
国
、
在
乎
定
分
而
已
突
。
」
と
い
う
文
が
見
ら
れ
る
。

「
聖
人
必
ず
法
令
の
た
め
に
官
を
置
き
、
吏
を
置
き
、
天
下
の
師
と
為
す
。
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、

『韓
非
子
』
五
癒
に
「
明
主
の

国
は
書
簡
の
文
無
く
、
法
を
以
て
教
え
と
為
す
。
先
王
の
語
無
く
、
吏
を
以
て
師
と
為
す
。
」
と
い
う
文
が
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
「
勢
治
者

不
可
乱
、
勢
乱
者
不
可
治
。
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
『
韓
非
子
』
難
勢
の
「
勢
治
者
則
不
可
乱
、
而
勢
乱
者
則
不
可
治
也
。
」
と
い
う
文
と

同
じ
で
あ
る
。
「
聖
王
治
治
不
治
乱
。」

と
あ
る
が
、

『荀
子
』
不
荀
篇
の
「
君
子
治
治
非
治
乱
也
。
」
と
い
う
文
に
似
て
い
る
。

（一

四
四
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夫
微
妙
意
志
之
言
、
上
智
之
所
難
也
。
夫
不
待
法
令
縄
墨
而
無
不
正
者
、
千
万
之

一
也
。
故
聖
人
以
千
万
治
天
下
。
故
夫
智
者
而
後

能
知
之
、
不
可
以
為
法
。
民
不
尽
知
。
賢
者
而
後
知
之
、
不
可
以
為
法
。
民
不
尽
賢
。
故
聖
人
為

（『
群
書
治
要
』
「
長
短
経
』
所
引
に

従
っ
て
「
民
作
」

二
字
を
補
う
。）
法
、
必
使
之
明
白
易
知
。
名
正
、
愚
知
偏
能
知
之
。
為
置
法
官
、
置
主
法
之
吏
、
以
為
天
下
師
、

令
万
民
無
陥
於
険
危
。
故
聖
人
立
天
下
而
（
『
群
書
治
要
』
『
長
短
経
』
所
引
に
従
っ
て
「
天
下
」

二
字
を
補
う
。）
無
刑
死
者
、
非

（『
群
書
治
要
』
『
長
短
経
』
所
引
に
従
っ
て
「
可
刑
殺
而
」
四
字
を
補
う
。
）
不
刑
殺
也
。
行
法
令
、
明
白
易
知
、
為
置
法
官
吏
、
為
之

師
、
以
道
之
知
。
万
民
皆
知
所
避
就
（
「
避
就
」

二
字
を

『群
書
治
要
』
『
長
短
経
』
所
引
に
従
っ
て
「
以
」
字
に
改
め
る
。）

避
禍
就

福
、
而
皆
以
自
治
也
。
故
明
主
因
治
而
終
治
之
。
故
天
下
大
治
也
。

夫
れ
微
妙
意
志
の
言
は
上
智
の
難
き
と
こ
ろ
な
り
。
夫
れ
法
令
縄
墨
を
待
た
ず
し
て
正
し
か
ら
ざ
る
無
き
者
は
、
千
万
の

一
な
り
。

故
に
聖
人
は
千
万
を
以
て
天
下
を
治
む
。
故
に
夫
れ
智
者
に
し
て
後
、
能
＜
之
れ
を
知
ら
ば
、
以
て
法
と
為
す
可
か
ら
ず
。
民
、
尽
く

は
知
な
ら
ず
。
賢
者
に
し
て
後
、
之
れ
を
知
ら
ば
、
以
て
法
と
為
す
可
か
ら
ず
。
民
、
尽
く
は
賢
な
ら
ず
。
故
に
聖
人
、
民
の
為
め
に

法
を
作
る
に
、
必
ず
之
れ
を
し
て
明
白
、
知
り
易
か
ら
し
め
、
名
を
正
し
か
ら
し
め
、
愚
知
を
し
て
偏
く
能
＜
之
れ
を
知
ら
し
む
。
為

め
に
法
官
を
置
き
、
主
法
の
吏
を
置
き
、
以
て
天
下
の
師
と
為
し
、
万
民
を
し
て
険
危
に
陥
い
る
無
か
ら
し
む
。
故
に
聖
人
、
天
下
に

立
ち
て
、
天
下
に
刑
死
す
る
者
無
き
は
、
刑
殺
す
べ
く
し
て
刑
殺
せ
ざ
る
に
非
ざ
る
な
り
。
法
令
の
明
白
に
し
て
知
り
易
き
を
行
い
、

為
め
に
法
官
吏
を
置
き
、
之
れ
が
師
と
為
し
、
以
て
之
れ
を
知
に
道
び
く
。
万
民
、
皆
、
禍
を
避
け
福
に
就
く
所
以
を
知
り
、
而
し
て

【
訓
読
】

【
原
文
】
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法
令
は
民
の
命
な
り

大
い
に
治
ま
る
の
で
す
。
」

頼
る
こ
と
な
く
、

一
五

皆
以
て
自
ら
治
む
る
な
り
。
故
に
明
主
は
治
に
因
り
て
終
に
之
れ
を
治
む
。
故
に
天
下
、
大
い
に
治
ま
る
な
り
。
と
。

そ
も
そ
も
奥
深
い
意
味
を
秘
め
た
文
言
は
、
優
れ
た
智
恵
を
持
つ
者
で
さ
え
、
理
解
し
難
い
も
の
で
す
。
そ
も
そ
も
法
令
や
墨
縄
に

い
つ
で
も
正
し
く
行
動
で
き
る
者
は
、
千
万
人
に

一
人
で
す
。
故
に
聖
人
は
千
万
人
を
基
準
に
し
て
天
下
を
治
め
ま

す
。
故
に
智
者
で
あ
っ
て
は
じ
め
て
理
解
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
、
法
律
と
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
民
は
す
べ
て
智
者
で
あ
る
わ
け

で
は
な
い
か
ら
で
す
。
賢
者
で
あ
っ
て
は
じ
め
て
理
解
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
、
法
律
と
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
民
は
す
べ
て
賢
者

で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
す
。
故
に
聖
人
は
、
民
の
た
め
に
法
律
を
作
る
に
当
た
っ
て
、
必
ず
明
白
で
わ
か
り
や
す
く
し
て
、
法

律
用
語
を
定
義
し
、
愚
者
も
智
者
も
誰
も
が
理
解
で
き
る
よ
う
に
し
ま
す
。
法
律
の
た
め
に
法
官
を
置
き
、
法
律
を
主
る
吏
を
置
き
、

天
下
の
師
と
し
、
万
民
が
危
険
に
陥
ら
な
い
よ
う
に
し
ま
す
。
故
に
聖
人
が
天
下
に
立
っ
て
、
天
下
に
刑
死
す
る
者
が
い
な
い
の
は
、

刑
殺
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
に
刑
殺
し
な
い
か
ら
で
は
な
い
の
で
す
。
明
白
で
わ
か
り
や
す
い
法
令
を
施
行
し
て
、
法
律
専
門
の
官

吏
を
置
い
て
人
民
の
師
と
し
、
人
民
を
導
い
て
法
律
を
理
解
さ
せ
ま
す
。
す
る
と
万
民
は
皆
、
禍
い
を
避
け
福
に
向
か
う
方
法
を
知
り
、

そ
し
て
皆
、
身
を
修
め
る
よ
う
に
な
る
の
で
す
。
故
に
聡
明
な
君
主
は
、
治
ま

っ
て
い
る
状
態
を
土
台
に
し
て
治
め
る
の
で
、

天
下
は

こ
こ
で
は
、
人
民
が
刑
罰
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
法
律
は
誰
に
で
も
理
解
で
き
る
よ
う
に
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と

述
べ
ら
れ
て
い
る
。
第
二
段
で
は
、
官
吏
の
横
暴
か
ら
人
民
を
守
る
と
い
う
、
罪
刑
法
定
主
義
の
目
的
の

―
つ
が
示
さ
れ
て
い
る
が
、
こ

の
第
四
段
で
は
、
人
民
が
刑
罰
を
避
け
て
罪
を
犯
さ
な
い
よ
う
に
す
る
と
い
う
、
罪
刑
法
定
主
義
の
も
う

―
つ
の
目
的
が
示
さ
れ
て
い
る

【
和
訳
】

（一
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の
で
あ
る
。

「
微
妙
意
志
之
言
、
上
智
之
所
難
也
。
」
と
い
う
文
は
、
『
輯
非
子
』
五
壽
の
「
微
妙
之
言
、
上
智
之
所
難
知
也
。
」
と
い
う
文
と
よ
く

似
て
い
る
。
「
不
待
法
令
縄
墨
、
而
無
不
正
者
、
千
万
之

一
也
。」
と
あ
る
が
、
『
淮
南
子
』
主
術
訓
に
「
不
待
禁
誅
、
而
自
中
法
度
者
、

万
無

一
也
。
」
と
い
う
文
が
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
「
智
者
而
後
能
知
之
、
不
可
以
為
法
。
民
不
尽
知
。
賢
者
而
後
知
之
、
不
可
以
為
法
。
民

不
尽
賢
。
」
と
い
う
文
は
、
『
韓
非
子
』
八
説
の
「
察
士
然
後
能
知
之
、
不
可
以
為
令
。
夫
民
不
尽
察
。
賢
者
然
後
能
行
之
、
不
可
以
為
法
。

以
上
、
定
分
篇
の
文
章
を
四
段
に
分
け
て
翻
訳
し
、
説
明
を
加
え
た
。
第
一
段
の
「
主
法
令
之
吏
」
が
第
二
段
で
は
「
法
官
」
と
表
記

さ
れ
て
い
る
の
で
、
第
一
段
の
文
章
と
第
二
段
の
文
章
と
は
、
も
と
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
テ
キ
ス
ト
で
あ
っ
た
、
と
考
え
た
。
第
一
段
に

は
「
天
下
之
吏
民
」
「
天
下
正
」
「
天
子
」
の
語
が
で
て
く
る
一
方
で
「
諸
侯
」
の
語
は
見
ら
れ
な
い
が
、
第
二
段
に
は
「
天
子
」
「
天
下

之
吏
民
」
の
語
の
他
に
「
諸
侯
郡
県
」
「
郡
県
諸
侯
」
の
語
が
出
て
く
る
か
ら
、
第
二
段
の
文
章
は
前
漢
時
代
に
入
っ
て
か
ら
作
ら
れ
た

の
で
あ
ろ
う
が
、
第
一
段
の
文
章
は
統

一
秦
の
時
代
に
作
ら
れ
た
可
能
性
が
残
る
。

第
四
段
に
は
「
置
法
官
、
置
主
法
之
吏
」
と
あ
っ
て
、
「
法
官
」

の
文
章
は
、
第
一
段
の
文
章
と
第
二
段
の
文
章
と
を
踏
ま
え
て
作
ら
れ
た
文
章
、
即
ち
、
第
二
段
の
文
章
よ
り
も
新
し
い
文
章
で
あ
ろ
う
。

第
三
段
に
は
、
第
四
段
と
同
じ
く
「
聖
人
」
の
語
が
見
ら
れ
、
「
聖
人
」
の
語
は
第
一
段
及
び
第
二
段
に
は
出
て
こ
な
い
か
ら
、
第
三
段

の
文
章
は
、
も
と
は
第
一
段
の
文
章
及
び
第
二
段
の
文
章
と
は
異
な
る
テ
キ
ス
ト
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
第
四
段
の
文
章
と

偽

作

の

真

価

夫
民
不
尽
賢
。」
と
い
う
文
と
よ
く
似
て
い
る
。

関
法
第
六
五
巻
四
号

の
語
と
「
主
法
之
吏
」
の
語
と
の
両
方
が
出
て
く
る
か
ら
、
第
四
段

一
六
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一
口
つ
て
も
大
げ
さ
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

き
る
よ
う
に
し
、

「
法
令
者
民
之
命
也
。
為
治
之
本
也
。
所
以
備
民
也
。
智
者
不
得
過
、
愚
者
不
得
不
及
。
」
と
い
う
文
は
、
第
二
段
の
末
尾
の
文
で
あ

る
。『
群
書
治
要
』
巻
三
十
六
、
『
長
短
経
』
巻
ニ

・
巻
三
、
『
太
平
御
覧
』
巻
六
三
八
は
「
法
令
者
民
之
命
也
。
」
か
ら
引
用
を
は
じ
め
て

い
る
が
、
そ
の
よ
う
な
引
用
の
仕
方
で
は
、
民
が
法
令
を
盾
に
取
っ
て
官
吏
の
横
暴
か
ら
身
を
守
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
こ
そ
、
法
令
は

民
の
命
な
の
で
あ
る
、
と
い
う
趣
旨
が
伝
わ
ら
な
い
。
「
吏
民
知
法
令
者
、
皆
問
法
官
。」

以
下
の
、
罪
刑
法
定
主
義
を
表
明
す
る
文
章
は
、

第
二
段
に
属
す
る
か
ら
、
前
漢
時
代
に
入
っ
て
か
ら
書
き
留
め
ら
れ
た
も
の
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

『
慎
子
』

法
令
は
民
の
命
な
り

や
『
韓
非
子
』

一
七

（一

四
三
六
）

（
民
国
叢
書
第
三
編
所
収
。
七
七

0
頁
か
ら
一
頁
）
が
紹
介
す
る
劉
汝
諜
『
周
秦
諸
子
考
』
は
、
定
分
篇
は

の
文
を
使
用
し
て
い
る
、
と
み
な
し
た
上
で
、
定
分
篇
は
秦
漢
人
が
法
家
の
餘
論
を
扱
拾
し
、
商
君
に
偽
託
し

て
作
っ
た
も
の
で
あ
る
、
と
断
定
し
て
い
る
。
そ
の
通
り
で
あ
る
、
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
し
、
定
分
篇
に
は
、
犯
罪
と
刑
罰
と

を
定
め
た
法
律
を
あ
ら
か
じ
め
制
定
し
て
人
民
に
公
開
し
、
人
民
が
法
律
を
盾
に
取
っ
て
官
吏
の
不
当
な
裁
判
か
ら
身
を
守
る
こ
と
が
で

一
方
、
人
民
が
法
律
の
網
に
知
ら
な
い
う
ち
に
ひ
っ
か
か
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
す
る
、
と
い
う
罪
刑
法
定
主
義
を
表

明
す
る
文
章
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
実
に

『商
君
書
』
定
分
篇
こ
そ
は
、
世
界
の
偽
作
史
上
、
最
も
価
値
の
あ
る
偽
作
で
あ
る
と

張
心
激
編

『偽
書
通
考
』

は
も
と
か
ら

一
続
き
の
文
章
で
あ
ろ
う
。


